
１．計画期間： 　 年 4 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

２ ．当社の課題

３ ．目標

　

・

４．取組内容と実施時期

社会福祉法人西海市社会福祉協議会

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

令和 4 令和 8

取組１： 長時間残業を削減するための意識啓発を行う

男女ともに平均勤続年数を現在の13年から15年以上とする

課題１： 男女の平均継続勤務年数の大きな差異はないが、勤続年数自体は短い
(令和4年2月時点　女13.4年　男11.5年)

● 令和    4年    4月～　 週1回ノー残業デイを設定し実行する。

● 令和    5年    4月～　 週2回ノー残業デイを設定し実行する。定時にて業務を終了できるよう業務の効率化に取
り組む。

● 令和    7年    4月～　 週3回ノー残業デイを実施する。ワークライフバランスを実現させ、働きやすい職場づく
り、長く働ける職場づくりを進めていく。


